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地域密着型サービス 
地域密着型サービスは、要介護や要支援状態となっても可能な限り、住み慣れた自宅や地域での生

活を継続できるようにするためのサービス体系として、平成１８年４月に創設された。 

住み慣れた自宅や地域での生活の継続を目的としているため、原則として、当該地域密着型サービ

ス事業所が所在する市町村の住民（被保険者）のみが利用できるサービスで、市町村が指定・指導監督

の権限をもっている。 

 

Ⅰ．人員、設備及び運営に関する基準について 
 

１．基本方針【基準第62 条、予防第43 条】  

 

小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者及び要支援者

について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点に

おいて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護（支援）その他の日

常生活上の世話（支援）及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じてその居宅

において自立した日常生活を営むことができるようにするもの（要支援者においては、利用者の心

身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの）でなければなら

ない。 

 

指定小規模多機能型居宅介護は、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿

泊を組み合わせてサービスを提供することにより、利用者の居宅における生活の継続を支援するも

のである。 

 

 

２．人員基準【基準第63 条、予防第44 条】 

 

１．《介護従事者》 

① 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯（日中の時間帯） 

ⅰ)通いサービス利用者の数に対して常勤換算方法で、３：１人以上 

ⅱ)訪問サービスに対し、常勤換算方法で、１人以上 

※通いや訪問サービスに固定しなければならないという趣旨ではない。 

※職員の実際の配置は、その日ごとの状況に応じて判断する。 

 

②夜間及び深夜の時間帯（宿泊サービスの利用者の生活サイクルに応じ事業所ごとに設定） 

ⅰ) 宿泊者がいる場合 

・夜勤者 常時１人以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・宿直者：常時１人以上 

   ※随時の訪問に支障がない連絡体制が整備されているのであれば、必ずしも事業所内で宿直す

る必要はない。 

※認知症対応型共同生活介護と小規模多機能型居宅介護事業所が併設され、以下のすべての要件を

満たすほか、入居者の処遇に支障がないと認められる場合に限り、夜勤者の職務を兼ねることがで

きる。 

①認知症対応型共同生活介護の定員と小規模多機能型居宅介護事業所の泊まりの定員の合計が９

人以内であること。 

②認知症対応型共同生活介護と小規模多機能型居宅介護が同一階に隣接しており、一体的な運用が

可能な構造であること。 
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ⅱ)宿泊者がいない場合 

・夜勤者か宿直者 常時１人以上 

※随時の訪問に支障がない連絡体制が整備されているのであれば、必ずしも事業所内で夜勤及

び宿直する必要はない。 

 

③ 従業者のうち１人以上は常勤であること 

 

④ 従業者のうち１人以上は看護師又は準看護師であること（非常勤でも可） 

 

⑤ 従業者は、以下の施設等で職務の従事可。 

当該小規模多機能型居宅介

護事業所に中欄に掲げる施

設等のいずれかが併設され

ている場合 

・認知症対応型共同生活介護事業所 

・地域密着型特定施設 

・地域密着型介護老人福祉施設 

・介護療養型医療施設 

（療養病床を有する診療所に限る） 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

介護職員 

当該小規模多機能型居宅介

護事業所の同一敷地内に中

欄に掲げる施設等のいずれ

かがある場合 

・前項中欄に掲げる施設等 

・居宅サービスの事業を行う事業所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

・地域密着型通所介護事業所 

・認知症対応型通所介護事業所 

看護師又は 

準看護師 

   ＊ただし、小規模多機能型居宅介護と併設される施設それぞれの人員基準を満たしておくこと。 

 

※常勤とは… 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべ

き時間数（週３２時間を下回る場合は週３２時間を基本とする。）に達していることをいうも

のである。ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第７６号）第２３条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられてい

る者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に

常勤の従業者が勤務すべき時間数を３０時間として取り扱うことを可能とする。 

 

【留意事項】 常勤換算方法による職員数の算定方法について 

 

 

 

 

 

 

 ２．《介護支援専門員》 

①勤務形態  原則として専従。（常勤・非常勤は問わない。） 

・利用者の処遇に支障がない場合は、下記の兼務ができる。 

ⅰ)当該事業所の管理者 

ⅱ)当該事業所の介護従業者 

ⅲ)併設する以下の（１）～（４）の施設等の職務 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき時間

で除することによって算定するものとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。 

なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に１割の範囲内で減少した場

合、１月を超えない期間に職員が補充されれば、減少しなかったものとみなす。 
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（１）認知症対応型共同生活介護 

（２）地域密着型特定施設入居者生活介護 

（３）地域密着型介護老人福祉施設 

（４）介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院 

※非常勤や他の業務と兼務する場合、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画が適切に 

作成されてなければならない。適切でなければ、指導対象。 

 

② 研修要件  別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者 

・「認知症介護実践者研修」（H17～）又は「痴呆介護実務者研修基礎課程」（～H16） 

・「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」（H18～） 

 

 

 

 

・介護支援専門員 

 

３．《管理者》  

①事業所毎に、常勤の管理者を配置。 

 

②原則、専従。事業所の管理上支障がない場合は、下記の職務に兼務可 

ⅰ)当該事業所の従事者（介護支援専門員含む） 

ⅱ) 併設する以下の（１）～（４）の施設等の職務 

（１）認知症対応型共同生活介護 

（２）地域密着型特定施設入居者生活介護 

（３）地域密着型介護老人福祉施設 

（４） 介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院 

  

③経験要件 ３年以上、下記施設の従業者や訪問介護員等で、認知症介護の従事経験がある。 

・特別養護老人ホーム ・老人デイサービスセンター 

・介護老人保健施設 ・指定認知症対応型共同生活介護事業所等 

 

④研修要件 別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者 

・「認知症介護実践者研修」（H17～）または「痴呆介護実務者研修基礎課程」（～H16） 

・「認知症対応型サービス事業管理者研修」（H18～）または「認知症高齢者グループホーム管理

者研修」（H１７） 

※サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充て   

ることができる。 

 

４．《代表者》 

①経験要件（次のいずれかの経験がある者） 

ⅰ)下記施設の従業者や訪問介護員等として、認知症高齢者の介護に従事した経験がある。 

・特別養護老人ホーム 

・老人デイサービスセンター 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

・指定認知症対応型共同生活介護事業所等 

ⅱ)保健医療サービス又は福祉サービスの経営に携わった経験を有する者。 

なお、指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合 

については、処遇等が適切に行われる場合に限り、指定地域密着型介護老人福祉施設に次の人員 

を置かないことができる。（基準第１３１条第８項） 
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②研修要件 別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者 

・「認知症対応型サービス事業開設者研修（H18～）」 

※ただし、以下の研修のいずれかを受講していれば必要な研修を修了しているとみなす。 

・「認知症介護実践者研修」または「実践リーダー研修」（H17～） 

・「痴呆介護実務者研修基礎課程」または「専門課程」（～H16） 

・「認知症高齢者グループホーム管理者研修」（H17） 

・「認知症介護指導者研修」 

・「認知症高齢者グループホーム開設予定者研修」 

 

【 参 考 資 料 】小規模多機能型居宅介護における介護職員の人員配置基準の考え方について 

                                         （時） 

 小規模多機能型居宅介護における介護職員の必要な勤務時間数 

◇人員配置基準 

◆「日中の時間帯」 

    基準：「日中の時間帯」に通いサービス利用者３人に対し常勤換算方法で１以上の介護職員 

      及び、訪問サービス利用者に対し常勤換算法で1 以上の介護職員を配置。 

      通いサービス11 名に対し、４名×８時間＝32 時間、訪問サービス８時間の４０時間 

    上記表配置：介護職Ａ（８Ｈ）+介護職Ｂ（８Ｈ）+介護職Ｃ（８Ｈ）+介護職Ｄ（４Ｈ） 

          +介護職Ｅ（４Ｈ）+介護職Ｆ（８Ｈ）+介護職Ｇ（２Ｈ）+介護職Ｈ（1Ｈ） 

          合計４３時間分の介護職員を配置 

 

◆「夜間及び深夜の時間帯」 

    基準：「夜間及び深夜の時間帯」を通じて1 以上の夜勤職員を配置及び、１以上の宿直職員を 

配置。 

    上記表の配置：夜勤職員 介護職Ｇ・介護職Ｈを配置 

           宿直職員 介護職Ｆを配置 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

介護職Ａ        
1 2 3 4 5 6 7 休 8    

     

介護職Ｂ        
  9 10 11 12 13 14 休 15 16  

     

介護職Ｃ        
    17 18 19 20 21 休 22 23 24 

    

介護職Ｄ        
  25 26 27 28       

     

介護職Ｅ        
        29 30 31 32 

     

介護職Ｆ 宿 直 
33 34 35 36 37 38 休 39 40 

宿 直 

介護職Ｇ                    
41 42 

夜 勤 

介護職Ｈ 夜 勤 
43 

                



7 

 

３．設備に関する基準  

  

１．登録定員及び利用定員【基準第66 条、予防第47 条】 

①登録定員…２９人以下（サテライトは１８人以下） 

 

②通いサービス定員…登録定員の１/２～１５人（サテライトは１２人まで） 

※登録定員が２５人を超える場合は次の表に定める利用定員 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 

③宿泊サービス定員…通いサービスの利用定員×１/３～９人 

※登録定員を超える登録や、通い、宿泊の利用定員を超える利用は不可。 

※災害の受け入れ等その他のやむを得ない事情がある場合は可。 

※下記の状況が終了するまで、通い、宿泊で、定員を超えるサービスができる。 

・登録者の介護者が急病等で、事業所でサービスを提供する必要がある場合 

・登録者全員を集めて、催しを兼ねたサービスを提供する場合 

 

  ◆小規模多機能型居宅介護においては、利用者と従業員のなじみの関係を築きながらサービス提 

供する観点から、利用者は1 ヶ所の小規模多機能型居宅介護事業所に限って利用者登録を行う 

ことができるものであり、複数の小規模多機能型居宅介護事業所の利用は認められない。 

 

   ◆利用定員については、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において１日当たりの同時にサ 

   ―ビスの提供を受ける者の上限を指すものであり、１日当たりの延べ人数ではない。 

なお、特に必要と認められる場合は、当該利用定員を超えるサービス提供も差し支えないとされ

ているので、利用者の心身の状況に応じ、柔軟に通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを

組み合わせて提供することを踏まえ、適切なサービス提供を行うこと。 

 

２．設備及び備品等 

① 必要場所：居間、食堂、台所、宿泊室、浴室 

ⅰ）居間・食堂 

・利用者と介護従業者が全員集まることができる等、機能を十分発揮できる広さであること。 

※通いサービスの利用定員が１５人を超える場合は、１人当たり３㎡以上を確保すること。 

※居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。 

 

ⅱ）宿泊室（個室） ・原則、宿泊室の定員は１人。 

・利用者の処遇上必要な場合は、２人可。 

・宿泊室の床面積≧７．４３㎡ 

・個室以外の宿泊室の合計面積≧７．４３㎡×（宿泊サービスの利用定員－個室の利用定員） 

※プライバシーが確保されたものであること。 

※プライバシーが確保されたものであれば、居間も宿泊室の面積に含めて差し支えない 

（カーテン等の簡易的な仕切りは不可）。 

 

② 必要設備：消火設備等、非常災害に必要な設備(消防法等に規定された設備)や、サービス提供

に必要な設備や備品等。 
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③ 立地条件：住宅地等、家族や地域住民と交流できる地域に事業所を立地すること。 

   なお、指定小規模多機能型居宅介護が、利用者と職員とのなじみの関係を構築しながらサー 

ビスを提供するものであることに鑑み、他の施設・事業所との併設については、小規模多機能 

型居宅介護として適切なサービスが提供されることを前提に認められるものであることに留 

意すること。 

 

４．運営に関する基準 

 

（内容及び手続の説明及び同意） 【基準第3 条の7（準用第88 条）、予防第11 条（準用第64 条）】 

サービス提供をする前に、利用申込者やその家族に、重要事項説明書を交付して懇切丁寧に説明し、 

同意を得なければならない。なお、利用者と事業者の双方を保護するため、書面による同意とする

こと。 

・内容  

① 運営規程の概要 

② 従業者の勤務の体制 

③ 事故発生時の対応 

④ 苦情処理の体制 

⑤ 第三者評価の実施状況等の記載 

⑥ その他の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項 

 

※サービス提供後のトラブル防止のために、重要事項説明書等を懇切丁寧に説明し同意を得て、契   

           約を締結すること。また、重要事項説明書及び契約書の記載漏れ等が無いように注意する。 

 

（提供拒否の禁止） 【基準第3 条の8（準用第88 条）】 

正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。正当な理由とは、以下の場合等を指す。 

① 定員をオーバーする。 

② 利用申込者の居住地が、事業所の通常の事業の実施地域外である場合。 

③ 利用申込者に対し自ら適切なサービス提供することが困難な場合。 

 

（サービス提供困難時の対応） 【基準第3 条の9（準用第88 条）】 

通常の事業の実施地域等の関係で適切なサービスの提供が困難な場合、居宅介護支援事業者への連 

絡や他の事業者等の紹介等を行わなければならない。 

 

（受給資格等の確認） 【基準第3 条の10（準用第88 条）】 

サービスの提供を求められた場合、被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び  

要介護認定等の有効期間を確認しなければならない。 

※ 地域密着型サービス事業であることを踏まえ、地区外の利用者については、留意すること。 

２ 被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、サー 

ビスを提供するように努めなければならない。 

 

（要介護認定の申請に係る援助）【基準第3 条の11（準用第88 条）】 

要介護認定等の申請が行われていない場合は、必要な援助を行わなければならない。 

２ 更新申請については、遅くとも要介護等認定等の有効期間の３０日前にはなされるよう、必要 

な援助を行わなければならない。 

 

（心身の状況の把握） 【基準第68 条、予防第49 条】 
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サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サー 

ビス・福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

※ サービス担当者会議は、テレビ電話装置等の活用することもできるが、利用者等が参加する場  

 合は利用者等の同意が必要である。また、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事 

 業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの 

 安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

（居宅サービス事業者等との連携） 【基準第69 条、予防第50 条】 

サービスを提供するに当たっては居宅サービス事業者や保健医療サービス・福祉サービス提供者等 

との密接な連携に努めなければならない。 

※ 指定小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員は、登録者の居宅サービス計画を作成し、指定  

小規模多機能型居宅介護以外のサービスについて、給付管理を行う必要があること等から、利用者 

が利用する居宅サービス事業者等との連携は密にしておくこと。 

２ サービスを提供するに当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接 

な連携に努めなければならない。 

３ サービスの提供の終了に際しては、利用者、その家族に対し、適切な指導を行うとともに当該 

利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報提供及び保健医療サービス・福祉サービス提供者と 

の密接な連携に努めなければならない。 

 

（身分を証する書類の携行） 【基準第70 条、予防第51 条】 

訪問サービスの提供に当たる従業者は、事業所の名称、従業者の氏名等を記載した身分証明証を 

携行し、初回訪問時と利用者・家族から求めがあったときは提示しなければならない。 

 

（サービスの提供の記録） 【基準第3 条の18（準用第88 条）】 

サービスを提供した際には、サービス提供日、サービス内容、保険給付の額等を居宅サービス計画 

書又はサービス利用票等に記載しなければならない。 

２ サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者 

から申出があった場合には、文書の交付等により、その情報を利用者に対して提供しなければなら 

ない。 

なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、その完結日から２年間保存しなければならな 

い。 

 

（利用料等の受領） 【基準第71 条、予防第52 条】 

法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した際には、利用者からサービス費用基準額の１  

割から３割の支払を受けなければならない。 

２ 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際には、その利用者から受ける利用料 

の額と、サービス費用基準額との差に不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 上記２項の支払いを受ける額のほか、以下の費用の額の支払いを利用者から受けることができ 

る。 

① 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外に居住する利用者への送迎に要する費用 

②  利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の居宅に訪問サービスをする場合の交通に  

要する費用 

③ 食事の提供に要する費用 

④  宿泊に要する費用 

⑤ おむつ代 

⑥  ①から⑤以外で、このサービスで提供される便宜のうち、日常生活において通常必要な費用  

で、利用者に負担させることが適当な費用 
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５ 費用の支払いを受けるサービスを提供するに当たっては、あらかじめ、利用者やその家族に対 

 し、サービスの内容及び費用の額について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

※⑥のその他の費用の具体的内容については、「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱 

 いについて（平成１２年３月３０日 老企第５４号）」を参照。 

 

（保険給付の請求のための証明書の交付）【基準第3 条の20（準用第88 条）】 

法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払を受けた場合、サービスの内容、 

費用の額、その他必要な事項等を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければな  

らない。 

 

（小規模多機能型居宅介護の基本的取扱方針） 【基準第72 条】 

指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態等の軽減や悪化の防止に資するよう、その目  

標を設定し、計画的に行わなければならない。 

２ 自ら提供するサービスの質の評価（自己評価）を行い、それらの結果を公表し、常にその改善 

を図らなければならない。 

 

（小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針）【基準第73 条】 

指定小規模多機能型居宅介護の方針は次に掲げるところによるものとする。 

 

① 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への

参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、

訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。 

※著しく利用回数が少ないケースや、ほぼ毎日宿泊するケースは運営推進会議に報告し、適切な 

サービス提供であるか評価を受けることが必要。 

 ※ほぼ毎日宿泊するケースが増える場合は、他の利用者の宿泊に対応できないこともあるため、 

 他の利用者が適切にサービスを受けられるように調整を行うことが必要。 

 

② 利用者１人１人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を

送ることができるよう配慮して行うものとする。 

 

③ サービスの提供に当たっては、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならない

ように利用者の機能訓練及び利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うものと

する。 

 

④ サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サ 

  ービスの提供等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

※サービスの提供とは、個別計画の目標及び内容や行事及び日課等も含む。 

 

⑤ サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命、身体を保護するため緊急や 

むを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。 

※緊急やむを得ない場合とは、切迫性、非代替性、一時性の全ての要件に該当した場合であり、 

なおかつ、十分な検討を行う必要がある。 

※緊急やむを得ない場合に身体的拘束を行う場合、身体的拘束が必要な理由、身体的拘束の方法、 

身体的拘束を行う時間、身体的拘束の解除予定日等を利用者、その家族に説明し、同意を得るこ 

と。 

※緊急やむを得ない場合に身体的拘束を行った場合、身体的拘束の解除の検討を定期的に行う必  
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要がある。 

⑥ 緊急やむを得ない場合に身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身 

 の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。なお、身体的拘束に関する記録

は、その完結日から２年間保存しなければならない。 

 

 ⑦ 通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続いてはならない。 

※著しく少ない状態とは、登録定員のおおむね１/３以下が目安となる。 

（登録２５人の場合は、通いサービスの利用者が８人以下であれば、著しく少ない状態といえる。） 

 

⑧ 登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話 

連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供し

なければならない。 

※適切なサービスとは、通いサービス、宿泊サービス及び訪問サービスを合わせて概ね週４回以上 

が目安。 

※訪問サービスは身体介護に限られないため、利用者宅を適宜訪問し、見守りの意味で声かけ等を  

行った場合でも訪問サービスの回数に含めて差し支えない。 

 

（居宅サービス計画の作成） 【基準第74 条】 

管理者は、介護支援専門員に登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。 

２ 介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所等と同様の業務（指定居宅介護支援等基準第１３条 

各号及び指定介護予防支援等基準第３０条各号）を行う。 

 

① 居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者又はその家族に対し、サービスに関する必要な情報

を適正に提供し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう、懇切丁寧に説明を行う。 

 

② 利用者について、その有する能力や既に受けているサービスや介護者の状況等の利用者を取り巻く

環境等の評価を行い、利用者が自立した日常生活を送れるように支援する上で、解決すべき課題を

把握（アセスメント）する。なお、アセスメントは、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族

に面接し行う。 

 

③ 利用者の希望やアセスメントの結果に基づき、介護保険外の医療・福祉サービスも含め、解決すべ

き課題に対応する最も適切なサービスの組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に

対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びそ

の達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載

した居宅サービスの原案を作成する。（居宅サービス計画書第１表～第３表及び第６表～第７表） 

 

④ サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を各担当者と共有するとともに、作成

した居宅サービスの原案について、専門的な見地からの意見を求める。やむを得ない理由がある場

合は、担当者に対する照会により意見を求めることも可。（居宅サービス計画書第４表） 

 

⑤ 居宅サービス計画の原案に位置付けたサービスについて、介護保険給付の対象となるかどうかを区

分し、当該居宅サービス計画の原案の内容について、利用者又はその家族に対し、説明を行い、同

意を得る。また、同意を得た居宅サービス計画は、利用者及びサービス担当者へ交付する（居宅サ

ービス計画第１表～第３表及び第６表～第７表（利用者へ利用表、サービス担当者へ提供票））。 

なお、居宅サービス計画は、その完結日から２年間保存しなければならない。 
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⑥ 居宅サービス計画作成後、利用者やその家族及びサービス事業者等に対し、サービスの実施状況 

の把握（モニタリング）を継続的に行い、必要に応じて、居宅サービス計画の変更、サービス事業

者との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。なお、モニタリングは、特段の事情がない限り、少

なくとも月に１回は、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することとし、その結果を記録するこ

と。（居宅サービス計画第５表） 

 

⑦ 要介護認定（要支援認定を含む）が更新及び変更された場合は、サービス担当者会議を開催し居 

宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。やむを得 

ない理由がある場合は、担当者に対する照会により意見を求めることも可。 

 

⑧ 居宅サービス計画を変更する場合も、上記の一連の作業を行う。 

 

⑨ 利用者がその居宅において、日常生活を営むことが困難となり、介護保険施設等への入院、入所 

が必要で希望した場合は介護保険施設等の紹介を行い、また、介護保険施設等から退院、退所しよ

うとする要介護者等から依頼があった場合は、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、居宅サ

ービス計画の作成等の援助を行う等、必要な支援を行う。 

 

⑩ 利用者が訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導の医療サービスを希望している 

場合は、利用者の同意を得て、主治医の意見を求め、その必要性について確認した上で居宅サービ

スに位置付ける。医療サービス以外の居宅サービス等を居宅サービス計画に位置付ける場合にあっ

て、当該サービスに係る主治医の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意事項

を尊重する。 

 

⑪ 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合は、その利用の妥当性を検討し、当該計画に 

その必要な理由を記載するとともに、必要に応じて、随時サービス担当者会議を開催し、継続して

福祉用具貸与を受ける必要性について検証した上で、継続して受ける場合はその理由を居宅サービ

ス計画に記載する。また、居宅サービスに特定福祉用具販売を位置づける場合は、その利用の妥当

性を検討し、当該計画にその必要な理由を記載する。 

 

⑫ 利用者が提示する被保険者証に認定審査会意見がある場合は、その内容に沿って、居宅サービス 

計画を作成する。 

 

（法定代理受領サービスに係る報告） 【基準第75 条、予防第54 条】 

小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村（国保連）に、居宅サービス計画に位置付けられ 

ている法定代理受領サービスに関する情報を記載した文書（給付管理票）を提出しなければならな

い。 

 

（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 【基準第76 条、予防第55 条】 

登録者が他の小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者から申出があっ 

た場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付し 

なければならない。 

 

（小規模多機能型居宅介護計画の作成） 【基準第77 条】 

管理者は、介護支援専門員に登録者の小規模多機能型居宅介護計画の作成業務を担当させる。 

 

２ 小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供に 
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より、レクレーション、行事、園芸等、利用者の趣味や嗜好に応じた利用者の多様な活動の確保に 

努めなければならない。 

 

３ 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介 

護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するために具体的なサービスの内容等を記載し 

た小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の様態、希望等 

を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービスおよび宿泊サービスを組み合わせた介護を行わ 

なければならない。 

 

４ 小規模多機能型居宅介護計画を作成に当たっては、その内容について利用者又は家族に対して 

説明し、同意を得なければならない。 

 

５ 小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならない。 

なお、小規模多機能型居宅介護計画は、その完結日から２年間保存しなければならない。 

 

６ 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画作成後も、サービスの実施状況や利用者の様 

態の変化等の把握を行い、必要に応じ小規模多機能型居宅介護計画の変更を行う。 

 

※１ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等に対して、居宅サ 

ービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。 

※２ ※１の規定を踏まえ、小規模多機能型居宅介護の短期利用を提供する場合、居宅介護支援事 

業所が作成した居宅サービス計画に基づきサービスを提供するが、当該居宅介護支援事業者から 

小規模多機能型居宅介護計画の提供の求めがあった際には、計画を提出すること。 

 

 

（介護等） 【基準第78 条、予防第67 条】 

１ 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適 

切な技術をもって行なわなければならない。 

 

２ 利用者の費用負担により、利用者の居宅及び当該事業所において小規模多機能型居宅介護従業 

者以外の者による介護を受けさせてはならない。例えば、利用者の負担によって指定小規模多機能 

型居宅介護の一部を付添者等に行わせることがあってはならない。ただし、事業者の負担により、 

訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは差し支えない。 

 

３ 利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用者と介護従業者が共同で行うよう努める。 

 

（社会生活上の便宜の提供等） 【基準第79 条、予防第68 条】 

１ 利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努 

めなければならない。 

 

２ 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等、その者又はその家族が行うこ 

とが困難である場合、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。特に金銭にかかるも 

のについては書面等をもって事前に同意を得て、代行した場合はその都度本人に確認を得る。 

 

３ 常に利用者の家族との連携を図るとともに、家族に対し、事業所が実施する行事への参加の呼 

びかけ等によって、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 
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（利用者に関する市町村への通知）【基準第3 条の26（準用第88 条）】 

１ 利用者が正当な理由なくサービス利用に関する指示に従わず、要介護状態等の程度を増進させ 

たと認められるときや偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたときは、 

意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。なお、市町村への通知に関する記録は、 

その完結日から２年間保存しなければならない。 

 

（緊急時等の対応） 【基準第80 条、予防第56 条】 

従事者は、サービス提供時に利用者の病状が急変した場合その他必要な場合は、速やかに主治医あ 

るいは当該事業所が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

※協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましく、緊急時において円滑な協力を 

得るため、協力医療機関とあらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。 

 

（管理者の責務） 【基準第28 条（準用第88 条）、予防第26 条（準用第64 条）】 

１ 管理者は、事業所の従業者の管理、サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把 

握、その他の管理を一元的に行うものとする。 

 

２ 管理者は事業所の従業者に小規模多機能型居宅介護の運営に関する基準を遵守させるために必 

要な指揮命令を行うものとする。 

 

（運営規程） 【基準第81 条、予防第57 条】 

事業所毎に、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならな 

い。 

①事業の目的及び運営の方針 

②従業者の職種、員数及び職務の内容 

③営業日及び営業時間 

・営業日…３６５日（休業日は、設けられない。） 

・訪問サービス…２４時間（利用者からの随時の要請にも対応するため） 

・通いサービス…それぞれの営業時間 

・宿泊サービス…それぞれの営業時間 

④登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 

⑤サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑥通常の事業の実施地域 

※事業所が任意に定める、利用申込を調整する時の目安となる地域。少なくとも市町村が定め 

る日常生活圏域内は含めることが適当。 

⑦サービス利用に当たっての留意事項 

⑧緊急時等における対応方法 

⑨非常災害対策 

※消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画やその計画に基づく消防業務等の 

実施の概要 

⑩虐待の防止のための措置に関する事項 

⑪その他運営に関する重要事項 

 

（勤務体制の確保等） 【基準第30 条（準用第88 条）】 

１ 利用者に対し適切なサービスが提供できるよう、事業所毎に、従業者の勤務の体制を定めてお 

かなければならない。 

※勤務表を作成し、次の内容を明確にする。 

・従業者の日々の勤務時間 



15 

 

・常勤・非常勤の別 

・専従の看護職員、介護職員、計画作成担当者の配置、管理者との兼務関係等 

 

２ 事業所ごとに事業所の従業者によってサービスを提供しなければならない（原則、事業所にお 

いて専従）。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。 

 

３ 介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

※事業所内の研修及び外部での研修の機会を確保し、特定の職員に限らず、事業所の全職員に研 

修の機会が確保されるようにすること。その際、当該指定小規模多機能型居宅介護事業者は、全 

ての介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する 

政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る 

基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 

４ 事業者は、適切な介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越 

的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者 

の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければなら 

ない。 

 

（業務継続計画の策定等） 【基準第3条の30の2（準用第88条）】 

※義務付けの適用：３年間の経過措置あり（令和6 年3 月31 日までは努力義務） 

１ 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護の提供を継続的に実施する 

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。） 

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

 

業務継続計画の記載内容 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、 

必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

 

２ 事業者は、介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練 

を定期的に実施しなければならない。 

 

研修の内容 

・感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応 

の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

・定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施する。また、 

研修の実施内容についても記録する。（感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症 

の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも可） 

 

訓練（シミュレーション） 

・実際の発生時に迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、 
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感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施する。 

（感染症の業務継続画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と 

一体的に実施することも可。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策 

に係る訓練と一体的に実施することも可。） 

※他のサービス事業者との連携等による実施も可。 

※訓練の実施は、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わての実施が適切である。 

 

３ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 

 

（定員の遵守） 【基準第82 条、予防第58 条】 

１ 登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて小規模多機能型居宅介護の 

提供をしてはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の態様や希望等 

により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとる。 

なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

※「特に必要と認められる場合」とは以下の場合が想定される。 

・登録者の介護者が急病等のため、急遽、事業所において通いサービスを提供したことにより、 

当該登録者が利用した時間帯における利用者数が定員を超える場合。 

・事業所において看取りを希望する登録者に対し、宿泊室においてサービスを提供したことによ 

り、通いサービスの提供時間帯における利用者数が定員を超える場合。 

・登録者全員を集めて催しを兼ねたサービスを提供するため、通いサービスの利用者数が定員を 

超える場合。 

・上記に準ずる状況により特に必要と認められる場合。（※その都度、お尋ねください。） 

※「一時的」とは、上記の必要と認められる事情が終了するまでの期間 

 

２ 前項にかかわらず、過疎地域等において、地域の実情により効率的運営に必要であると市町村が 

認めた場合は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画の終期まで（最大３年間）に限り、 

利用定員を超えて当該介護の提供を行うことができる。 

※ 基準第82 条第２項は、過疎地域その他これに類する地域であって、地域の実情により当該地 

域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合に限り、 

登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えたサービス提供を例外的に認め 

ることを定めたものである。 

市町村は、その運用に際して次に掲げる点のいずれにも適合することを要件とするとともに、当該 

地域における指定小規模多機能型居宅介護の確保に努めることとする。 

 

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所が人員及び設備に関する基準を満たしていること。 

 

ロ 市町村が登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員の超過を認めた日か

ら市町村介護保険事業計画の終期までの最大３年間を基本とする。ただし、次期の市町村介

護保険事業計画を作成するに当たって、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて

改めて検討し、新規に代替サービスを整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的

であると認めた場合に限り、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで延長を可能とする。 

 

（非常災害対策） 【基準第82 条の2、予防第58 条の2】 

１ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係 

機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、 

救出その他必要な訓練を行わなければならない。 
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２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加 

が得られるよう連携に努めなければならない。 

※「非常災害に関する具体的計画」とは、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計 

画をいう。 

※火災等の災害時に地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員へ周知するとともに、 

日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるよう   

な体制づくりが必要。 

 

（協力医療機関等） 【基準第83 条、予防第59 条】 

１ 利用者の主治医との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力 

医療機関を定めておかなければならない。 

 

２ あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

※協力医療機関及び協力歯科医療機関は事業所から近距離にあることが望ましい。 

 

３ サービス提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保 

健施設、介護医療院、病院等との間に連携及び支援の体制を整えなければならない。 

※利用者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るため、当該協力医療機関等と 

の間であらかじめ必要な事項を取り決めておくものとする。 

 

（衛生管理等） 【基準第33 条（準用第88 条）、】 

１ 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用水について、衛生的な管理に努め、又は衛生 

上必要な措置を講じなければならない。 

※食中毒や感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言や指導を求 

めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

※特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、国か 

らの通知に基づき、適切な措置を講じること 

※空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

 

２ 事業所において、感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じなければならな 

い。 

※義務付けの適用：３年間の経過措置あり（令和6 年3 月31 日までは努力義務） 

【講ずるべき具体的措置】 

① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

・感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染

症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。 

・構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくこと

が要である。 

・おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して

必要に応じ随時開催する。 

・テレビ電話装置等の活用可。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

・結果について介護従業者への周知徹底する。 

・他の会議体を設置している場合、これと一体的な設置・運営や他のサービス事業者との連携

等により行うことも可。 
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② 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

・平常時の対策及び発生時の対応を規定する。 

・平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗

い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療

機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想

定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備

し、明記しておく。それぞれの項目の記載内容の例：「介護現場における感染対策の手引き」

を参照。 

 

③ 介護従業者に対する、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実

施 

・感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針

に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行う。 

・定期的な教育（年１回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施する。 

また、研修の実施内容についても記録すること。 

研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教

材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行

うこと。 

・平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレ

ーション）を定期的（年１回以上）に行う。訓練においては、発生時の対応を定めた指針及

び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習など

を実施する。 

・訓練の実施は、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせての実施が適切である。 

 

（掲示） 【基準第3 条の32（準用第88 条）、予防第32 条（準用第64 条）】 

１ 事業所の見やすい場所に運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他利用申込者のサービス選 

択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 

（秘密保持等） 【基準第3 条の33（準用第88 条）、予防第33 条（準用第64 条）】 

１ 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなら 

ない。 

２ 事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘 

密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

※個人情報に関する守秘義務について、従業者の雇用契約時に取り決め、違約金を定める等の必要 

な措置を講じること。 

３ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家 

族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

※サービス提供前に利用者及びその家族から文書により包括的な同意を得ておくこと。 

 

（広告） 【基準第3 条の34（準用第88 条）、予防第34 条（準用第64 条）】 

事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはな 

らない。 

 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止）  

【基準第3 条の35（準用第88 条）、予防第35 条（準用第64 条）】 

居宅介護支援事業者又はその従業者に、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの 

対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 
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（苦情処理） 【基準第3 条の36（準用第88 条）】 

１ 提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情 

を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

※当該事業所における苦情を処理するための措置の概要(相談窓口の設置、苦情処理体制、苦情処理 

の手順等)を明らかにし、その措置の概要を重要事項説明書等に記載し、また事業所に掲示する。 

 

２ 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

※苦情の受付日やその内容等を記録し、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報である 

との認識に立ち、苦情内容を踏まえて、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うこと。なお、 

苦情の内容等に関する記録は、その完結日から２年間保存しなければならない。 

 

３ 提供したサービスに関し、介護保険法第２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件の 

提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、及び利用者からの 

苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合におて 

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

 

４ 市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。 

 

５ 提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法 

第１７６条の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合に 

おいては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

 

６ 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体 

連合会に報告しなければならない。 

 

（調査への協力等） 【基準第84 条、予防第60 条】 

１ 提供したサービスに関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切なサービスが行われているか 

どうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた 

場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

 

（地域との連携等） 【基準第34 条】 

１ 小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町 

村の職員又は地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等に 

より構成される「運営推進会議」を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し通いサ 

ービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとと 

もに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならない。 

※サービスの内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の抱え込みを防止し、地域に 

開かれたサービスとすることでサービスの質の確保を図る。 

※グループホーム併設の場合は、１の運営推進会議で両事業所の評価等を行うこと差し支えない。 

 

２ 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等について記録を作成するとともに、当該記録を公表す 

るものとする。なお、運営推進会議の報告、評価、要望、助言等に関する記録は、その完結日から 

２年間保存しなければならない。 

 

３ 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域 

との交流を図らなければならない。 

※地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。 
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４ 事業の運営に当たっては、提供したサービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派 

遣する者が相談及び援助を行う事業その他市町村が実施する事業に協力するよう努めなければな 

らない。 

 

５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の所在する建物と 

同一の建物に居住する利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護を提供する場合には、当該建物 

に居住する利用者以外の者に対しても指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うよう努めなけれ 

ばならない。 

 

★自己評価について 

小規模多機能型居宅介護事業所は、１年に１回以上、サービスの改善及び質の向上を目的として、 

各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検（自己評価）を行うとともに、運営推進会議 

において第三者の観点からサービスの評価（外部評価）をおこなうこととし、実施にあたっては以 

下の点に留意すること。 

 

イ  自己評価は、①事業所の全ての従業者が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、

②その上で他の従業者の振り返り結果を従業者が相互に確認しながら、現状の課題や質の

向上に向けて必要となる取組等について話し合いを行うことにより、事業所として提供す

るサービスについて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげ

ていくことを目指すものである。 

 

ロ  外部評価は、運営推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果に基づき、当該事業

所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、利用者、市町村

職員、地域住民の代表者等が第三者の観点から評価を行うことにより、新たな課題や改善点

を明らかにすることが必要である。提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、

実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況) 

 

ハ  このようなことから、運営推進会議において当該取組を行う場合には、市町村職員又は地域

包括支援センター職員、小規模多機能型居宅介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場に

ある者の参加が必要であること。 

 

ニ  自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供するとともに、「介護サ

ービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用し公表することが

考えられるが、法人のホームページへの掲載、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示

等により公表することも差し支えない。 

 

ホ  小規模多機能型居宅介護の特性に沿った自己評価及び外部評価の在り方については、平成２

５年度老人保健健康増進等事業「運営推進会議等を活用した小規模多機能型居宅介護の質

の向上に関する調査研究事業」（特定非営利活動法人全国小規模多機能型居宅介護事業者連

絡会）を参考に行うものとし、サービスの改善及び質の向上に資する適切な手法により行う

こと。 

 

（居住機能を担う併設施設等への入居） 【基準第86 条、予防第62 条】 

可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用 

者が施設等への入所等を希望した場合は、円滑に入所が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努め 

るものとする。 



21 

 

 

（事故発生時の対応） 【基準第3 条の38（準用第88 条）】 

１ 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、利用 

者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

※事故が発生した場合の対応方法を、あらかじめ事業者が定めておくことが望ましい。 

 

２ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。なお、事故の状況及 

び事故に際して採った処置に関する記録は、その完結日から２年間保存しなければならない。 

 

３ 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに 

行わなければならない。 

※速やかに賠償するため、損害賠償保険に加入するか、賠償資力を有することが望ましい。 

※事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生防止策を講じること。 

 

（虐待の防止） 【基準第3 条の38 の2（準用第88 条）、予防第37 条の2（準用第64 条）】 

虐待は、高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、 

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する 

支援等にする法律」の規定に基づき、虐待等の未然防止、早期発見、虐待発生時の再発防止の観点 

から次に掲げる措置を講じなければならない。 

※義務付けの適用：３年間の経過措置あり（令和6 年3 月31 日までは努力義務） 

 

①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会 

・虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合再発の確実な防止策を検討するた 

 め、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするととも 

に、定期的に開催する。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用すること 

が望ましい。 

・虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定さ 

 れるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に 

 応じて慎重に対応することが重要である。 

・他の会議体を設置している場合、これと一体的な設置・運営や他のサービス事業者との連携によ 

 り行うことも可。 

・テレビ電話装置等の活用可。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者 

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全 

管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

・具体的には、次のような事項について検討する。そこで得た結果（事業所における虐待に対する 

体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に 

関すること 

ヘ 虐待等の発生時、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 

②虐待の防止のための指針の整備 

記載する項目 
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イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

 

③介護従業者に対する、虐待の防止のための研修の定期的な実施 

・研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するもので 

あるとともに、事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行う。 

・事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとと 

もに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施する。 

・研修の実施内容についても記録する。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。 

 

④前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の配置 

・虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担 

当者を置くこと。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めるこ 

とが望ましい。 

 

（会計の区分） 【基準第3 条の39（準用第88 条）】 

事業所ごとに経理を区分するとともに、小規模多機能型居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計 

を区分しなければならない。 

 

（記録の整備） 【基準第87 条、予防第63 条】 

事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

 

２ 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する下記の記録を整備し、完結の日から２年間保 

存すること。 

①居宅サービス計画 

②小規模多機能型居宅介護計画 

③提供した具体的なサービスの内容等の記録 

④身体的拘束等の態様、時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

⑤利用者が下記に該当する場合の、市町村へ通知に係る記録 

・正当な理由なく、サービス利用の指示に従わないことで、要介護状態の程度を増進させたとき。 

・偽り等の不正行為で保険給付を受けた又は受けようとした時。 

⑥苦情の内容等の記録 

⑦事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

⑧運営推進会議での、報告、評価、要望、助言等の記録 

※完結の日 

①～⑦までの記録：個々の利用者につき、契約の終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利 

用者の死亡、利用者の自立を含む。）により一連のサービス提供が終了した日 

⑧の記録：運営推進会議を開催し、同条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録を公表 

した日 
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５．変更の届出等について 

 

（変更の届出）（介護保険法第７８条の５） 

指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で 

定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービス（地域密着型介護老人 

福祉施設入所者生活介護を除く。）の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、 

１０日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。  

 

２ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設入 

  所者生活介護を除く。）の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるとこ 

ろにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

 

６．地域密着型サービスに規定する必要な研修について 

（別に厚生労働大臣が定める研修） 

◎『「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防 

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた 

めの効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」に規定する研 

修について（平成２４年３月１６日 老高発0316 第2 号・老振発0316 第2 号・老老発0316 第6 号）』 

 

１．代表者 

●『認知症対応型サービス事業開設者研修』 

下記研修の修了者は、すでに必要な研修を修了しているとみなす。 

① 実務者研修（基礎課程又は専門課程）（平成１６年度まで実施） 

② 認知症介護実践者研修又は実践リーダー研修（平成１７年度以降） 

③ 認知症高齢者グループホーム管理者研修（平成１７年度実施） 

④ 認知症介護指導者研修 

⑤ 認知症高齢者グループホーム開設予定者研修 

 

２．管理者 

●『認知症対応型サービス事業管理者研修』 

※認知症介護実践者研修又は実務者研修（基礎課程）の修了者でなければ受講できない。 

みなし措置 

小規模多機能型居宅介護の管理者は次の場合、必要な研修を修了しているとみなす。 

 

 

 

 

 

３．介護支援専門員 

●『小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修』 

※認知症介護実践者研修又は実務者研修（基礎課程）の修了者でなければ受講できない。 

 

 

 

Ｈ18.3.31 までに実践者研修または基礎課程を修了し、Ｈ18.3.31 に特別養護 

老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、認知症対応型共同 

生活介護事業所等の管理者として従事している。 
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Ⅱ．介護報酬算定に関する基準について 
 

１．小規模多機能型居宅介護費の基本報酬の算定について 

 

（基本報酬の算定について） 

小規模多機能型居宅介護費（介護予防含む）は当該事業所へ登録した者について、登録者の居住する

場所及び要介護状態区分に応じて、登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。 

 

【月額報酬】 

月途中から登録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、登録していた期間（登録日から当

該月の末日まで又は当該月の初日から登録終了日まで）に対応した単位数を算定すること。また、月

途中から当該事業所と同一建物に転居した場合又は月途中から当該事業所と同一建物から同一建物で

はない建物に転居した場合には、居住していた期間に対応した単位数を算定すること。【日割り計算】  

○日割り計算の算定日について  

算定開始日 ⇒ 利用者が事業者と利用契約を結び、通い、訪問及び宿泊のいずれかのサービス

を実際に利用開始した日（契約日ではない） 

算定終了日 ⇒ 利用者が事業者との間の利用契約を終了した日 

 

【基準】 

注１ イ（１）については、小規模多機能型居宅介護事業所の登録者（当該小規模多機能型居宅介護 

事業所と同一建物に居住する登録者を除く。）について、登録者の要介護状態区分に応じて、登

録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員

数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより

算定する。 

 

２ イ（２）については、小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に居住する登録者について、登 

録者の要介護状態区分に応じて、登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。

ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に

厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

３ ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た小規模

多機能型居宅介護事業所において、小規模多機能型居宅介護を行った場合に、登録者の要介護状

態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に

厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 

 

４ イについては、小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス、訪問サービス及び宿泊

サービスの算定月における提供回数について、登録者（短期利用居宅介護費を算定するものを除

く。）１人当たり平均回数が、週４回に満たない場合は、所定単位数の１００分の７０に相当する

単位数を算定する。 

 

５ 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同

生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護若しくは複合型サービスを受けている間は、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。 

 

６ 利用者が一の指定小規模多機能型居宅介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護を受け

ている間は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所
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が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。 

 

【同一建物】 

「同一建物」とは、事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物（養護老人ホーム、軽費老人ホー

ム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）を指すものであり、具体的には、当

該建物の一階部分に事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同

一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。 

また、ここでいう同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該事業所の事業者と異 

なる場合であっても該当するものであること。 

 

【短期利用】 

Ⅰ．短期利用を算定すべき基準 

イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急

に利用することが必要と認めた場合であって、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員

が、当該事業所の登録者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認めた場合であ

ること。 

 

ロ  基準に定める従業者の員数を置いていること。 

 

ハ  利用の開始に当たって、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病

等やむを得ない事情がある場合は１４日以内）の利用期間を定めること。 

 

ニ 過少サービスに対する減算を算定していないこと。 

 

Ⅱ．短期利用居宅介護費について 

①短期利用居宅介護費については、基準を満たす小規模多機能型居宅介護事業所において算定でき 

る。 

 

②宿泊室を活用する場合、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿 

泊サービスの利用定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用する。 

※小規模多機能型居宅介護の短期利用を実施する事業所は、運営規程や契約書等の整備も必要とな 

る。また、これらの変更に伴い、変更届の提出が必要である。 

 

（サービス種類相互の算定関係について） 

小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）を受けている者については、訪問看護・訪問リハビリ 

テーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与を除く居宅サービス（介護予防含む）並びに地域 

密着型サービス（介護予防含む）に係る費用の額の算定はしない。 

また、登録者が一の小規模多機能型居宅介護事業所においてサービスを受けている間は、他の小 

規模多機能型居宅介護事業所において、介護報酬の算定はできない。 

 

（特別地域加算） 

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所又はその一部として使用される事務所の介護従 

業者が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、１月につき所定単位数の100 分の15 

に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

 

 

（中山間地域等における小規模事業所加算） 
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別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定小規模多機能型居宅介護事業所又はその一部 

として使用される事務所の小規模多機能型居宅介護従業者が指定小規模多機能型居宅介護を行った 

場合は、小規模多機能型居宅介護費については１月につき、短期利用居宅介護費については１日に

つき、所定単位数の100 分の10 に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

※当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービス 

を行う必要がある。 

 

（中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算） 

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している登録者に対して、通常の事業の実施地域を超えて、 

指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、１月につき所定単位数の 100 分の 5 に相当する単

位数を所定単位数に加算する。 

 

 

２．介護給付費算定に係る体制等に関する届出について 

 

 （届出に係る加算等の算の開始時期） 

  加算等を開始する月の前月１５日までに届出書を提出すること。 

①届出が毎月１５日以前 → 翌月から算定を開始 

②届出が毎月１６日以降 → 翌々月から算定を開始 

※適正な支給限度額を管理するため、利用者や居宅介護支援事業者等への周知期間が必要。 

 

（事後調査等によって、届出時点で加算の要件に合致していないことが判明した場合の届出の取扱い） 

①指導しても改善されない場合 

・届出の受理は取消され、届出はなかったことになり、その加算全体が無効になる。 

・受領していた介護給付費は不当利得になり、返還する。 

・指定事業者は厳正な指導を受け、悪質な場合(不正・不当な届出が繰り返し行われる等)は、指定

を取り消される。 

②改善した場合 

・届出時点～判明時点 ：受領していた介護給付費は、不当利得になり、返還する。 

・判明時点～要件合致時点 ：その加算は算定しない。 

 

（加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い） 

①事業所の体制が加算を算定されない状況になった場合 

②事業所の体制が加算を算定されなくなることが明らかな場合 

・速やかにその旨を届け出ること。 

・事実発生日から、加算を算定しない。 

※届出をしないで加算等を請求した場合は、不正請求になる。 

支払われた介護給付費は不当利得になるので、返還する。 

悪質な場合は、指定が取り消される。 

 

（利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還） 

保険者への返還時と同時に、利用者に対して、利用者負担金の過払い金に、利用者毎の返還金計 

算書を付けて返還する。 

※利用者等から受領書を受け取り、施設で保存する。 
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３．小規模多機能型居宅介護費の減算について 

 

（定員超過利用時の減算） 

次の計算により当該事業所の登録者数が登録定員を超える場合、次により単位数を算定する。 

 

当該１月間（暦月）の全登録者の延数 

当該月の日数 

※小数点以下を切り上げる。 

 

・対象期間 ： 定員超過利用の発生月の翌月～定員超過利用の解消月 

・減算対象 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

※定員超過利用が継続する場合には、その解消に向けて、指導を行うが、当該指導に従わず、定 

員超過利用が２月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討す 

るものとなる。 

 

（看護・介護職員の人員基準欠如時の減算） 

①人員基準上、必要な人数から１割を超えて減少した場合 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌月～人員基準欠如の解消月 

・対 象 者 ： 利用者等の全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

②人員基準上、必要な人数から１割以内で減少した場合 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌々月～人員基準欠如の解消月 

・対 象 者 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

※翌月の末日で、人員基準を満たす場合は減算しない。 

※従業者に欠員が出た場合だけでなく、病欠の場合も減算になる。 

 

（看護・介護職員以外の人員基準欠如時の減算） 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌々月～人員基準欠如の解消月 

・対 象 者 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

※翌月の末日で、人員基準を満たす場合は減算しない。 

※小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合も同様に取扱う。 

※著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、登録定員等の見直し、事業所の休止等を      

指導することになるが、当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消   

しを検討するものとなる。 

 

（1）減算の取扱いについて 

１ 認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者等が必要な研修を修了していない  

場合の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利 

用者全員について減算されるが、翌月の末日において人員基準を満たしていれば減算されない 

こととなっている。 

２ 職員の離職等により、新たに計画作成担当者等を配置した場合であっても、研修修了要件を満 

たしていないときは、原則として、研修の開催状況にかかわらず、減算の対象となる。 

３ しかしながら、都道府県における研修の開催状況等を踏まえ、職員の離職等の後、新たに計画 

作成担当者等を配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該 

＞ 登録定員 
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計画作成担当者等が研修を修了することが確実に見込まれる場合は、当該研修を修了するまで 

の間は減算対象としないこととする。 

４ なお、受講予定の研修を修了しなかった場合においては、通常の減算の算定方法に基づき、（人 

員基準欠如が発生した翌々月から）減算を行うこととする。 

（2）研修受講上の配慮 

５ 市町村においては、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（老計発0331007 

厚生労働省老健局計画課長通知）に定める研修受講に当たっての都道府県への「推薦書」の余 

白等を活用して、「当該事業所は職員の離職等により人員基準欠如となったが、当該職員に代わ 

る新たな職員を配置しており、新たな職員に対して早期に研修を受講させる必要がある。」旨を 

明記し、都道府県がその状況が確認できるようにすること。 

６ 都道府県においては、市町村から上記「推薦書」が提出された場合には、新たに配置された職 

員に早期に研修を修了させて、実務に活かされるようにする観点から、当該職員を優先して、 

最も近い研修を受講させるよう配慮させたい。 

 

（夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員並びにサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事  

業所の訪問サービスの提供に当たる介護従業者の人員基準欠如時の減算） 

・対象期間 ： 人員基準欠如の発生月の翌月 

・対 象 者 ： 登録者全員 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

 

【留意事項】 

地域密着型サービス基準第６３条第１項及び第１７１条第１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直勤

務を行う職員並びにサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提供に当

たる小規模多機能型居宅介護従業者の人員基準欠如については、ある月において以下のいずれか

の事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、減算することとする。  

イ当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数に満た 

ない事態が２日以上連続して発生した場合 

 

ロ当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準に定める員数 

に満たない事態が４日以上発生した場合 

 

（小規模多機能型居宅介護におけるサービス提供が過少である場合の減算） 

イについては、事業所が行う通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供 

回数が、登録者（短期利用者を除く。）一人当たりの平均回数が、週４回に満たない場合に以下の 

とおり算定する。 

・減算方法 ： 所定単位数×７０％で算定 

・対 象 者 ： 登録者全員 

※「登録者一人当たりの平均回数」は、以下の方法により算定した各サービス提供回数の合計数を    

当該月の日数に当該事業所の登録者数を乗じたもので除したものに７を乗ずることによって算定

する。 

・通いサービス … １日に複数回利用した場合は、複数回の算定が可能。 

・訪問サービス … １回の訪問を１回と算定する。身体介護に至らない見守り等の訪問でも回数 

に含めることができる。 

・宿泊サービス … １泊を１回と算定する。通いサービスに引き続いて宿泊する場合は、それぞ  

れ１回と算定できる。 

※登録者が以下の場合は、「登録者一人当たりの平均回数」を算定する際の日数から以下の日数（控     

除日数）を控除する。 
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・月の途中に利用を開始又は終了した場合は、開始日前日の以前又は終了日翌日以降の日数 

・入院した場合は、入院した日数（入院初日及び退院日は除く） 

 

【計算式】 

通いサービスの日数 ＋ 訪問サービスの日数 ＋ 宿泊サービスの日数 

（ 各月の日数 × 登録人数 ）－ 控除日数 

 

【基準】 

注２ 指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービ

スの算定月における提供回数について、登録者１人当たり平均回数が、週４回に満たない場合は、

所定単位数の１００分の７０に相当する単位数を算定する。 

 

【留意事項】 

（２） サービス提供が過少である場合の減算について 

①「利用者１人当たり平均回数」は、暦月ごとに以下のイからハまでの方法に従って算定したサー   

ビス提供回数の合計数を、当該月の日数に当該事業所の登録者数を乗じたもので除したものに、 

七を乗ずることによって算定するものとする。 

なお、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定をあわせて受け、かつ、指定小規模多機 

能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一 

体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護及び指 

定介護予防小規模多機能型居宅介護のサービス提供回数を合算し、また指定小規模多機能型居宅 

介護と指定介護予防小規模多機能型居宅介護のそれぞれの登録者数を合算して計算すること。 

 

イ 通いサービス 

１人の利用者が１日に複数回通いサービスを利用する場合にあっては、複数回の算定を 

可能とする。 

 

ロ 訪問サービス 

１回の訪問を１回のサービス提供として算定すること。なお、指定小規模多機能型居宅 

介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、利用者宅を訪問して見守りの意味で 

声かけ等を行った場合でも、訪問サービスの回数に含めて差し支えない。 

 

ハ 宿泊サービス 

宿泊サービスについては、１泊を１回として算定すること。ただし、通いサービスに引 

き続いて宿泊サービスを行う場合は、それぞれを１回とし、計２回として算定すること。 

 

②登録者が月の途中に利用を開始又は終了した場合にあっては、利用開始日の前日以前又は 

利用終了日の翌日以降の日数については、①の日数の算定の際に控除するものとすること。 

登録者が入院した場合の入院日（入院初日及び退院日を除く。）についても同様の取扱いと 

する。 

 

③市町村長は、サービス提供回数が過少である状態が継続する場合には、事業所に対し適切 

なサービスの提供を指導するものとする。 

  

×７ 
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４．小規模多機能型居宅介護費の加算について 

 

１ 初期加算（介護予防含む、短期利用は無し） 

指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から３０日以内の期間について、１日につき 

３０単位を加算する。 

【基準】 

初期加算 ３０単位 

注 指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して３０日以内の期間については、 

初期加算として、１日につき所定単位数を加算する。３０日を超える病院又は診療所への入院後 

に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。 

 

２ 認知症加算（介護予防、短期利用は無し） 

(1) 認知症加算(Ⅰ) 

「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする 

認知症の者」（日常生活自立度のランクⅢ，Ⅳ，又はＭに該当する利用者）に対して，サービス 

を行った場合に８００単位を算定する。  

 

(2) 認知症加算(Ⅱ) 

「要介護状態区分が要介護２である利用者であって，周囲の者による日常生活に対する注意を必要

とする認知症の者」（日常生活自立度のランクⅡに該当する利用者）に対して，サービスを行った

場合に５００単位を算定する。 

※日常生活自立度のランクⅡであって、要介護３～５の利用者には算定できない。 

<日常生活自立度の決定方法> 

① 医師の判定結果又は主治医意見書を用いる 

② 複数の医師の判定結果がある場合は，最も新しいものを用いる 

③ 医師の判定がない場合は，認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いる。 

※ 医師の判定結果は，判定した医師名，判定日とともに，居宅サービス計画書又は小規模多機能

型居宅介護計画書に記載すること。 

 

３ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定小規  

模多機能型居宅介護を利用することが適当であると判断した者に対し、小規模多機能型居宅介護 

を行った場合は、利用を開始した日から起算して７日を限度として、１日につき２００単位を加算 

する。 

 

【留意事項】 

①  「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・ 

暴言等の症状を指す。 

 

②  本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用（短期利用居   

宅介護費）が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所       

の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、短期利用（短期利用居宅介護費）を開始した 

場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開 

始した場合に限り算定できるものとする。この際、短期利用（短期利用居宅介護費）ではな 

く、医療機関における対応が必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療 

機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう必要が 

ある。 
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③ 次に掲げる者が、直接、短期利用（短期利用居宅介護費）を開始した場合には、当該加算は  

 算定できないものであること。 

ａ 病院又は診療所に入院中の者 

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

ｃ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生 

活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、

短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を

利用中の者 

 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判  

 断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録 

しておくこと。 

 

⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認めら  

 れる。利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８ 

日目以降の短期利用（短期利用居宅介護費）の継続を妨げるものではないことに留意するこ 

と。 

 

４ 若年性認知症加算（介護予防含む、短期利用は無し） 

指定小規模多機能型居宅介護事業所において若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅 

介護を行った場合は１月につき８００単位を加算する。 

※受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によって要介護者となった者）ごと   

に個別の担当者を定めていること。 

 

５ 看護職員配置加算（介護予防、短期利用は無し） 

所定の体制を備えて，サービス提供した場合，下記のいずれかの加算が算定できる。 

 

(1) 看護職員配置加算(Ⅰ) 

以下の要件をすべて満たしている場合は，９００単位を算定する。 

① 専従・常勤の看護師を１名以上配置していること。 

② 利用定員，人員基準に適合していること。 

 

(2) 看護職員配置加算(Ⅱ) 

以下の要件をすべて満たしている場合は，７００単位を算定する。 

① 専従・常勤の准看護師を１名以上配置していること。 

② 利用定員，人員基準に適合していること。 

 

(3) 看護職員配置加算(Ⅲ) 

以下の要件をすべて満たしている場合は，４８０単位を算定する。 

① 看護職員を常勤換算方法で１名以上配置していること。 

② 利用定員，人員基準に適合していること。 

 

６ 看取り連携体制加算（介護予防、短期利用は無し） 

以下の要件をすべて満たしている場合は、死亡日及び死亡日以前３０日以下について、１日につ 

き６４単位を死亡月に加算する。ただし、看護職員配置加算（Ⅰ）を算定していない場合は、算定 

しない。 
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＜施設基準＞ 

① 看護師により２４時間連絡できる体制を確保していること。 

② 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者又はその家族等に対して、当該対

応方針の内容を説明し、同意を得ていること。 

 

＜利用者＞ 

① 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者。 

② 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看   

護職員等から介護記録等入所者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受

け、同意した上でサービスを受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上でサービス

を受けている者を含む。）。 

 

【留意事項】 

① 看取り連携体制加算は、事業所の看取り期の利用者に対するサービスを提供する体制をＰＤＣ

Ａサイクルにより構築かつ強化していくこととし、利用者等告示第３９号に定める基準に適合

する登録者が死亡した場合に、死亡日を含めて３０日を上限として、小規模多機能型居宅介護

事業所において行った看取り期における取組を評価するものである。なお、登録者の自宅で介

護を受ける場合又は小規模多機能型居宅介護事業所において介護を受ける場合のいずれにつ

いても算定が可能である。 

また、死亡前に医療機関へ入院した後、入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際に   

は、当該小規模多機能型居宅介護事業所においてサービスを直接提供していない入院した日の 

翌日から死亡日までの間は、算定することができない。したがって、入院した日の翌日から死亡 

日までの期間が３０日以上あった場合には、看取り連携体制加算を算定することはできない。 

 

② 「２４時間連絡できる体制」とは、事業所内で勤務することを要するものではなく、夜間にお 

いても小規模多機能型居宅介護事業所から連絡でき、必要な場合には小規模多機能型居宅介護

事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうものである。 

 

③ 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取り期にお 

ける対応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針においては、例えば、次に掲

げる事項を含むこととする。 

ア 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方 

イ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時に対応を含む。） 

ウ 登録者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法 

エ 登録者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式 

オ その他職員の具体的対応等 

④ 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振り返る等に

より、看取り期における対応方針の内容その他看取り期におけるサービス提供体制について、

適宜見直しを行う。 

 

⑤ 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等に記録し、   

多職種連携のための情報共有を行うこと。 

ア 利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録 

イ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて登録者及び家族の意向を把握し、そ 

れに基づくアセスメント及び対応の経過の記録 

 



33 

 

⑥ 登録者の看取りに関する理解を支援するため、登録者の状態又は家族の求め等に応じ随時、介 

護記録等その他の登録者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供を行う際には、適宜、

登録者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。 

⑦ 小規模多機能型居宅介護事業所から医療機関へ入院した月と死亡した月が異なる場合でも算 

定可能であるが、看取り連携体制は死亡月にまとめて算定することから、登録者側にとっては、 

小規模多機能型居宅介護の登録を終了した翌月についても自己負担を請求されることになる

ため、登録者が入院する際、入院した月の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り連携体制

加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必

要である。 

⑧ 小規模多機能型居宅介護事業所は、入院の後も、継続して登録者の家族や入院先の医療機関等

との継続的な関わりを持つことが必要である。なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業

所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本

人の状態を伝えることについて、入院の際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を

得ておくことが必要である。 

⑨ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護 

記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要で 

ある。また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡しても来てもらえないよ 

うな場合も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、看取り期における登 

録者に対する介護の内容について相談し、共同して介護を行っており、家族に対する情報提供 

を行っている場合には、看取り連携体制加算の算定は可能である。この場合には、適切な看取 

り期における取組が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容 

等を記載するとともに、本人の状態や、家族に対する連絡状況等について記載しておくことが 

必要である。なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、事 

業所は、定期的に連絡を取ることにより可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めてい 

くことが重要である。 

⑩ 小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室等において看取りを行う際には、プライバシーの確保 

及び家族への配慮について十分留意することが必要である。 

 

７ 訪問体制強化加算（介護予防、短期利用は無し） 

以下の要件をすべて満たしている場合は、１月につき１，０００単位を加算する。 

①訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を２名以上配置していること。 

②算定日が属する月の提供回数について、延べ訪問回数が１月当たり２００回以上であること。

ただし、事業所と同一の建物に集合住宅を併設する場合は、登録者の総数のうち「同一建物に居住

する者以外の者」の占める割合が５０％以上であって、かつ、「同一建物に居住する者以外の者」 

に対する述べ訪問回数が１月当たり２００回以上であること。 

 

【留意事項】 

① 訪問体制強化加算は、訪問サービスを担当する常勤の従業者を２名以上配置する指定小規模多

機能型居宅介護事業所において、当該事業所における全ての登録者に対する訪問サービスの提

供回数が１月当たり延べ２００回以上である場合に当該加算を算定する。当該加算を算定する

場合にあっては、当該訪問サービスの内容を記録しておくこと。 

 

② 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しな

ければならないという趣旨ではなく、訪問サービスも行っている常勤の従業者を２名以上配置

した場合に算定が可能である。 

 

③ 「訪問サービスの提供回数」は、歴月ごとに、５(３)①ロと同様の方法に従って算定するもの 
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とする。なお、本加算は介護予防小規模多機能型居宅介護については算定しないため、小規模  

多機能 型居宅介護の登録者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。 

※５(３)①ロ・・・１回の訪問を１回と算定する。身体介護に至らない見守り等の訪問でも回 

数に含めることができる。 

 

④ 指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）を併設する場合は、各月の前月の末

日時点（新たに事業を開始し、又は再開した事業所については事業開始（再開）日）における

登録者のうち同一建物居住者以外の者（「小規模多機能型居宅介護費のイ⑴を算定する者」を

いう。以下同じ。）の占める割合が５０％以上であって、かつ、①から③の要件を満たす場合

に算定するものとする。ただし、③については、同一建物居住者以外の者に対する訪問サービ

スの提供回数について計算を行うこと。 

 

８ 総合マネジメント体制強化加算（介護予防含む、短期利用は無し） 

 

以下の要件をすべて満たしている場合は、１月につき１，０００単位を加算する。 

① 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看

護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介護計画書の見直し

を行っていること。 

② 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利 

用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。 

 

【留意事項】 

① 総合マネジメント体制強化加算は、当該事業所において、登録者が住み慣れた地域での生活を 

継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、登録者の心身の状況、希

望及びその置かれている環境を踏まえて、「通い・訪問・宿泊」を柔軟に組み合わせて提供す

るために、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が日常的に行う調整

や情報共有、多様な関係機関や地域住民等との調整や地域住民等との交流等の取組を評価する

ものである。 

 

② 総合マネジメント体制強化加算は、次に掲げるいずれにも該当する場合に算定する。 

ア 小規模多機能型居宅介護計画について、登録者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏 

まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること。 

イ 日常的に地域住民等との交流を図り、地域の行事や活動等に積極的に参加すること。 

 

＜地域の行事や活動の例＞ 

・登録者の家族や登録者と関わる地域住民等からの利用者に関する相談への対応 

・登録者が住み慣れた地域で生活を継続するために、当該地域における課題を掘り起し、地域住

民や市町村等とともに解決する取組（行政や地域包括支援センターが開催する地域での会議へ

の参加、町内会や自治会の活動への参加、認知症や介護に関する研修の実施等） 

・登録者が住み慣れた地域との絆を継続するための取組（登録者となじみの関係がある地域住民 

や商店等との関わり、地域の行事への参加等） 

 

９ 生活機能向上連携加算（介護予防含む、短期利用は無し） 

 

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) １００単位 

介護支援専門員（基準第６３条第１０項に規定する介護支援専門員をいう。）が、指定訪問リハ  
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ビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施し

ている医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能

の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成し、当該小規模多機能型居宅介護計画

に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行ったときは、初回の当該指定小規模多機能型居宅介

護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。 

 

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) ２００単位 

利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又 

はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士が指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション等の一環として、当該利

用者の居宅を訪問する際に介護支援専門員が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を

目的として小規模多機能型居宅介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士と連携し当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型

居宅介護を行ったときは、初回の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月以

降３月の間、１月につき所定単位数を加算する。 

 

【留意事項】 

①生活機能向上連携加算（Ⅱ）について 

イ 「生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画」とは、利用者の日常生活におい 

  て暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、その有する能力及び 

  改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、介護従業者が提供する介護の内容を定めたも 

のでなければならない。 

 

ロ イの介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ 

  ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許 

可病床数が200 床未満のもの又は当該病院を中心として半径4 キロメートル以内に診療所

が存在しないものに限る。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下2 におい

て「理学療法士等」という。）が利用者の居宅を訪問する際に、介護支援専門員が同行する又

は当該理学療法士等及び介護支援専門員が利用者の居宅を訪問した際に共同してカンファレ

ンスを行い、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）

及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理

学療法士等と介護支援専門員が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活

機能アセスメント」という。）を行うものとする。 

カンファレンスは、テレビ電話装置等の活用も可能。この際、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労

働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

また、この場合の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分し

た上で、計画作成責任者及び理学療法士等により実施されるもので差し支えない。さらに、

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾

患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、

介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。 

 

ハ イの介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らし

の中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。 

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた 3 月を目途とする達成
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目標 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために介護従業者が行う介助等の内容 

 

ニ ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向及び利用者を担当する介護支援専門 

 員の意見も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合い客観視でき、当該利 用

者の意欲の向上につながるよう、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行

うために必要となる基本的な動作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる

等、可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。 

 

ホ イの小規模多機能型居宅介護計画及び当該計画に基づく介護従業者等が行う指定小規模多

機能型居宅介護の内容としては、例えば次のようなものが考えられること。達成目標として

「自宅のポータブルトイレを１日１回以上利用する（１月目、２月目の目標として座位の保

持時間）」を設定。 

（１月目）介護従業者は週２回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介助を行い、利用者が 

 ５分間の座位を保持している間、ベッド周辺の整理を行いながら安全確保のための見守り 

 及び付き添いを行う。 

（２月目）ベッド上からポータブルトイレへの移乗の介助を行い、利用者の体を支えなが 

ら、排泄の介助を行う。 

（３月目）ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のため 

付き添い、必要に応じて介助を行う（介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護提供以 

外のポータブルトイレの利用状況等について確認を行う。） 

 

ヘ 本加算はロの評価に基づき、イの介護計画に基づき提供された初回の介護の提供日が属   

する月を含む 3 月を限度として算定されるものであり、3 月を超えて本加算を算定しよう

とする場合は、再度ロの評価に基づき介護計画を見直す必要があること。なお、当該３月の

間に利用者に対する指定訪問リハビリテーション又は指定通所リハビリテーション等の提供

が終了した場合であっても、３月間は本加算の算定が可能であること。 

ト 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士

等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を得た

上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びハのｂの達成目標を踏まえた適切な対応

を行うこと。 

 

②生活機能向上連携加算（Ⅰ）について 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）については、①ロ、ヘ及びトを除き①を準用する。本加算は理

学療法士等が自宅を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に

把握した上で介護支援専門員に助言を行い、介護支援専門員が、助言に基づき①イの小規模

多機能型居宅介護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、目標の達成

度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施することを評価する

ものである。 

ａ ①イの小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、理学療法士等は当該利用者のＡ

ＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リ

ハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場におい

て把握し、又は指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員と連携してＩＣＴを活

用した動画やテレビ電話装置等を用いて把握した上で、当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所の介護支援専門員に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等

を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について適切に
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把握することができるよう、理学療法士等と介護支援専門員で事前に方法等 

を調整するものとする。 

ｂ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員は、ａの助言に基づき、生活機能

アセスメントを行った上で、①イの小規模多機能型居宅介護計画の作成を行うこと。 

なお、①イの小規模多機能型居宅介護計画にはａの助言の内容を記載すること。 

ｃ 本加算は、①イの小規模多機能型居宅介護計画に基づき指定小規模多機能型居宅介護を提

供した初回の月に限り、算定されるものであること。なお、ａの助言に基づき小規模多機能

型居宅介護計画を見直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急性

増悪等により小規模多機能型居宅介護計画を見直した場合を除き、①イの小規模多機能型居

宅介護計画に基づき指定小規模多機能型居宅介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算

定しない。 

ｄ ３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。なお、再

度ａの助言に基づき小規模多機能型居宅介護計画を見直した場合には、本加算の算定が可能

である。 

 

１０ 口腔・栄養スクリーニング加算（介護予防含む、短期利用は無し） 

 

指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の 

栄養状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態 

のスクリーニングを行った場合に、１月につき２０単位を加算する。ただし、当該利用者に 

ついて、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあって 

は算定しない。 

 

【留意事項】 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔

スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」と

いう。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意する

こと。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞ

れ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが18.5 未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」 

（平成18 年６月９日老発第0609001 号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェッ

クリストの№11 の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が3.5ｇ／dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

 

１１ 科学的介護推進体制加算（介護予防含む、短期利用は無し） 

 

指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し指定小規模多機能型居宅介護を行った場 

合は、１月につき４０単位を所定単位数に加算する。 

⑴ 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等
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に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

⑵ 必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど、指定小規模多機能型居宅介護の

提供に当たって、⑴に規定する情報その他指定小規模多機能型居宅介護を適切かつ有効に提

供するために必要な情報を活用していること。 

 

【留意事項】 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに要件を満た

した場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものであること。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻

度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並

びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実行

（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高

いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、

具体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出す

るだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するためのサ  

ービス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化防止 

に資する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の 

 特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サービス 

 の質の更なる向上に努める（Action）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資す

るため、適宜活用されるものである。 

 

 

１２ サービス提供体制強化加算（介護予防、短期利用含む） 

 

所定の体制を備えてサービスを提供した場合に、下記のいずれかの加算が算定できる。 

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

１月あたり７５０単位 （短期利用については、１日あたり２５単位） 

 

【算定要件】 次のいずれにも適合すること。 

 

①全ての介護従業者に対し、個別の研修計画を作成し、研修（外部研修を含む。）を実施又

は実施を予定していること。 

②利用者に関する情報や留意事項の伝達、従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に

開催していること。 

③次のいずれかに適合すること 

・介護従事者（看護師、准看護師を除く）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が７０％

以上である。 

・介護従事者（看護師、准看護師を除く）の総数のうち、勤続年数１０年以上の介護福祉

士の占める割合が２５％以上である。 

④利用定員、人員基準に適合していること。 
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(2) サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

１月あたり６４０単位 （短期利用については、１日あたり２１単位） 

 

【算定要件】 次のいずれにも適合すること。 

①全ての介護従業者に対し、個別の研修計画を作成し、研修（外部研修を含む。）を実施又は

実施を予定していること。 

②利用者に関する情報や留意事項の伝達、従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開

催していること。 

③介護従事者（看護師、准看護師を除く）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が５０％

以上である。 

④利用定員、人員基準に適合していること。 

 

(3) サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

１月あたり３５０単位 （短期利用については、１日あたり１２単位） 

 

【算定要件】 次のいずれにも適合すること。 

①すべての従業者に対し、個別の研修計画を作成し、研修（外部研修を含む。）を実施又は実

施を予定していること。 

②利用者に関する情報や留意事項の伝達、従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開

催していること。 

③次のいずれかに適合すること 

・介護従事者（看護師、准看護師を除く）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が４０％

以上である。 

・介護従事者の総数のうち、常勤職員の占める割合が６０％以上である。 

・介護従事者の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が３０％以上である。 

④利用定員、人員基準に適合していること。 

<研修計画> 

事業所におけるサービス従業者の資質向上のための研修内容の全体像と研修実施のための勤務 

体制の確保を定めるとともに，個別具体的な研修の目標，内容，研修期間，実施時期等を定め 

た計画を策定すること。 

 

<利用者に関する情報，留意事項の伝達，従業者の技術指導を目的とした会議> 

・ 従業員すべてが参加するものでなければならない。なお，全員が一堂に会して開催する必要

はなく，いくつかのグループに分かれて開催してもよい。 

・ 概ね１月に１回以上開催されていること。 

・ テレビ電話装置等の活用も可能。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ

ステムの 安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

・ 会議の開催状況の概要を記載すること。 

・ 「利用者に関する情報，留意事項」として，少なくとも以下の事項について，その変化の動

向を含めて記載すること。 

ⅰ．利用者のＡＤＬ，意欲 

ⅱ．利用者の主な訴え，サービス提供時の特段の要望 

ⅲ．家族を含む環境 

ⅳ．前回のサービス提供時の状況 

Ⅴ．その他サービス提供に当たって必要な事項 
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<割合の計算方法> 

・ 職員の割合は，常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いる。 

・ 職員の数は，常勤換算方法により算出する。 

・ 常勤換算にあっては，利用者への介護業務に従事している時間を用いてよい。 

・ 前年度の実績が６月に満たない事業所は，届出日の属する月の前３月について，常勤換算方

法により算出した平均を用いる。この場合，届出を行った月以降においても，毎月継続的に

所定の 割合を維持しなければならない。割合は毎月記録し，所定の割合を下回った場合は，

速やかに変更届を提出すること。 

（新規・再開事業所は４月目以降から届出できる。） 

・ 介護福祉士は，各月の前月末日時点で資格を取得している者とする。 

・ 勤続年数は，各月の前月末日時点における勤続年数をいう。 

・ 勤続年数の算定に当たっては，同一法人の経営する他の介護サービス事業所，病院，社会福

祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めること

ができる。 

・ 小規模多機能型居宅介護事業，介護予防小規模多機能型居宅介護事業を一体的に行っている

場合は，加算の計算も一体的に行う。 

 

１３ 介護職員処遇改善加算（介護予防、短期利用含む） 

 

別に定める基準に適合している介護職員の賃金改善を実施している事業所が、利用者に対し、

小規模多機能型居宅介護を行った場合は、令和６年３月３１日までの間、次に掲げる単位数

を所定単位数に加算する。ただし、次のいずれかの加算を算定した場合には、それ以外の介

護職員処遇改善加算を算定しない。 

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 1 月につき、所定単位数に１０．２％を乗じて算定 

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 1 月につき、所定単位数に ７．４％を乗じて算定 

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 1 月につき、所定単位数に ４．１％を乗じて算定 

 

１４ 介護職員等特定処遇改善加算 

 

（１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 1 月につき、所定単位数に１．５％を乗じて算定 

（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 1 月につき、所定単位数に１．２％を乗じて算定 

 

１５ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

対象：介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入

を充てることができるよう柔軟な運用を認める。 

算定要件：以下の要件をすべて満たすこと。 

・処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）のいずれかを取得していること。 

・賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の２/３は介護職員等のベースアップ等（「基本給」

又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ）に使用することを要件とする。 

※令和４年１０月から算定可。 

 

１６ 小規模多機能型居宅介護の利用者が入院する場合の介護 給付費の算定等の取扱いについて 

 

1. 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A について（抜粋） 

入院により，通いサービス，訪問サービス，宿泊サービスのいずれも利用し得ない月であ

っても，小規模多機能型居宅介護費の算定は可能か。 
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登録が継続しているなら，算定は可能であるが，お尋ねのような場合には，サービスを利

用できないのに利用者負担が生じることに配慮して，基本的には，一旦契約を終了すべき

である。 

 

2. 取扱い 

（1） 利用者が入院する場合は，利用者または家族が医療機関から受領する「入院診療計画書」

を確認すること（聞き取りでも可）。当該計画書に記載された推定される入院期間が３０

日を超える（３０日を含まない）又は１か月を超える（１か月を含まない）場合は，原則

として一旦契約を解除すること。契約を解除せずに支払いを受けた介護報酬は返還の対

象とする。→契約解除の時期については、別途フローを確認してください。 

 

（2） 入院に係るトラブルを避けるため，利用契約書及び重要事項説明書に前記（１）の内容を

明記するなど，登録希望者やその家族等にその旨を十分説明すること。また，契約解除後

に登録定員に空きがなくなった場合は，再契約できなくなることについてもあらかじめ

説明すること。 

既に登録している利用者については，早急に利用者やその家族に説明をすること。 

 

（3） 月途中における契約又は契約解除の場合は，日割り計算により介護報酬を算定すること。 

  



 

 

図Ⅰ：入院した際に確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ：退院予定日に係る情報が変更した際に確認 

 

 

 

 

 

 

 

①入院日に退院予定日 

(※1)がわかっている 

②退院予定日が入院日の翌月 

末より後である 

③入院日で契約解除 

④契約解除不要 

⑥退院予定日が入院日の翌月 

末日までには決定する予定 

⑦契約解除不要 

⑩退院予定日が、退院

情報変更日(※2)の翌月

末日より後である 

⑪退院情報変更日で 

契約解除 

⑫入院期間が 90 日間を

超える(※3)ことが見込ま

れる 

⑬退院情報変更日で 

契約解除 

⑭契約解除不要 

＊退院情報が変更 

したら⑩へ 

⑧入院日で契約解

除 

⑤図Ⅱへ 

⑨入院日の翌月末

日で解除 

YES YES 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

退院予定日が遅くなった場合 

予定通り退院予定

日が決定した場合 

退院予定日が入院日

の翌月末までに決ま

らなかった場合 

≪注意事項≫ 
(※1)退院予定日・・・明確な日程に限らず、○日間
程度、○ヶ月程度という情報 
を含む。 
(※2)退院情報変更日・・・「未定だった入院期間に
目処が立った」、「当初の退院 
予定日に変更があった」など、退院予定日に関する
情報に変更が生じたことを 
親族からの聴取等より把握できた日を指す。 
(※3)入院日を 1 日目として数える。 
(☆)契約解除については、解除に至る条件等を契約
書や重要事項説明書に明 
記し、予め本人・親族等によく説明しておくこと。 
(☆)入院中においても、退院後の生活を想定しモニ
タリングを行う等、利用者に 
何らかの形で関わり記録を残すこと。 
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